
大阪市犯罪被害者等支援にかかる庁内連絡会議開催要綱 

                  
（開催） 

 第１条 「大阪市犯罪被害者等支援にかかる庁内連絡会議」（以下、「連絡会

議」という）を開催する。 
         
（目的） 
第２条 大阪市における犯罪被害者等支援施策を総合的に推進することを目

的とする。 
 
（所掌事務） 
 第３条 連絡会議は次の事務を所掌する。 

（１） 犯罪被害者等支援にかかる連絡調整に関すること 
（２） 犯罪被害者等支援にかかる施策の検討、実施に関すること 

  （３） その他犯罪被害者等支援にかかる必要事項に関すること 
 
（組織） 

第４条 連絡会議の構成員は、別表に掲げる職員を充てる。 
  ２ 連絡会議に座長を置き、市民局ダイバーシティ推進室共生社会づくり

支援担当課長をもって充てる。 
 
（会議） 
 第５条 連絡会議の招集は、座長が行う。 
  ２ 座長が必要と認める時は、構成員以外の者に連絡会議への出席を求め

ることができる。 
 
（書面の方法による連絡会議の開催等） 
第６条 座長は、緊急に連絡会議を開催する必要がある場合や、感染症対策の

措置を講じる必要がある場合など、連絡会議を招集することが困難であると

認めるときは、連絡会議の構成員の意見を聴取し、その総意をもって連絡会

議の議事とすることができる。 
 
（ウェブ会議の方法による連絡会議の開催等） 

第７条 座長が必要と認めるときは、連絡会議をウェブ会議の方法（インタ

ーネットを通じて、構成員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の

共有等を行う方法をいう。以下同じ。）により開催するものとする。 
２ 前項に定めるもののほか、連絡会議の構成員は、座長の承認を得て、

ウェブ会議の方法で連絡会議に参加することができる。この場合におい

て、当該構成員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議

に出席したものとみなす。 
 
（庶務） 
 第８条 連絡会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課が行う。 



                   

附 則 
この要綱は、平成１９年９月２８日から施行する。 

    附 則 
この改正規定は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
この改正規定は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
この改正規定は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則 
この改正規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
この改正規定は、平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 
この改正規定は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 
 この改正規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この改正規定は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則 
この改正規定は、平成２７年８月１日から施行する。 

附 則 
この改正規定は、平成２８年４月２８日から施行する。 
  附 則 
この改正規定は、平成２９年４月１日から施行する。 
  附 則 
この改正規定は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則 
この改正規定は、令和３年３月 15 日から施行する。 

 

 
 
別表 

 
市民局ダイバーシティ推進室共生社会づくり支援担当課長 

 
市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長 

 

人権啓発・相談センター所長 
 

市民局区政支援室区行政制度担当課長 
 

市民局区政支援室地域安全担当課長 



 

福祉局総務部総務課長 
 

健康局総務部総務課長 
 

こども青少年局企画部総務課長 
 

都市整備局住宅部管理課長 

 

教育委員会事務局指導部首席指導主事 

 

区役所人権生涯学習主管課長（代表区） 
       
区役所福祉担当課長（代表区） 

 

区役所生活支援担当課長（代表区） 

 

区役所保健業務主管課長（代表区） 


